
（掲示）

Ｘ ｉ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

第１章～第１４章 （略） 第１章～第１４章 （略）

料金表 料金表

通則 通則

１～２７ （略） １～２９ （略）

（注） （略） （注） （略）

第１表～第７表 （略） 第１表～第７表 （略）

別表１ （略） 別表１ （略）

別表２ 付加機能 別表２ 付加機能

種 類 提 供 条 件 種 類 提 供 条 件

（略） （略） （略） （略）

３１ 番号変換機能（Ｘｉオフィスリンク） （１） ～（４） （略） ３１ 番号変換機能（Ｘｉオフィスリンク） （１） ～（４） （略）

（１） ～（３） （略） （５） Ｘｉ契約者は、第９種接続装置に係る契 （１） ～（３） （略） （５） Ｘｉ契約者は、第９種接続装置に係る契

（４） この機能を利用しているＸｉ契約者 約者がＸｉ等内線番号を登録する場合、外 約者がＸｉ等内線番号を登録する場合又は

（国際ローミング機能の提供を受けて 線発信機能又は海外転送機能の利用に係る 外線発信機能の利用に係る請求を行う場合

いる者に限ります。）は、海外転送機能 請求を行う場合は、第５（手続きに関する は、第５（手続きに関する料金）に規定す

（ＵＩＭカードを装着した移動無線装 料金）に規定する手続きに関する料金の支 る手続きに関する料金の支払いを要しま

置が国際アウトローミングの営業区域 払いを要します。 す。

内に在圏している場合において、その （６） ～（９） （略） （６） ～（９） （略）

Ｘｉに係るＸｉ等内線番号の契約者回 （１０）海外転送機能の提供を受ける契約者は、

線へ着信があった場合に、国際ローミ 海外転送機能の対象となるＸｉの契約者識

ング機能を利用して、その通信をその 別番号をあらかじめ指定して当社に申し出

国際ローミングに係る電気通信回線へ ていただきます。

転送する機能をいいます。）を追加機能 （１１）海外転送機能により、国際アウトロー

として利用することができます。 ミングに係る電気通信回線に転送される

通信の料金については、国際ローミング

機能の利用に係る通信の場合に準じて取

り扱います。

（略） （略） （略） （略）

別表３～別表９ （略） 別表３～別表９ （略）

附 則（平成２７年４月９日経企第５７号）

この改正規定は、平成２７年４月２０日から実施します。

－１－



（掲示）

Ｆ Ｏ Ｍ Ａ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

第１章～第１４章 （略） 第１章～第１４章 （略）

料金表 料金表

通則 通則

１～２９ （略） １～２９ （略）

（注） （略） （注） （略）

第１表～第７表 （略） 第１表～第７表 （略）

別表１ （略） 別表１ （略）

別表２ 付加機能 別表２ 付加機能

種 類 提 供 条 件 種 類 提 供 条 件

（略） （略） （略） （略）

３１ 番号変換機能（ＦＯＭＡオフィスリン （１） ～（４） （略） ３１ 番号変換機能（ＦＯＭＡオフィスリン （１） ～（４） （略）

ク） （５） 契約者は、第９種接続装置に係る契約者 ク） （５） 契約者は、第９種接続装置に係る契約者

（１） ～（３） （略） がＸｉ等内線番号を登録する場合、外線発 （１） ～（３） （略） がＸｉ等内線番号を登録する場合又は外線

（４） この機能を利用しているＦＯＭＡ契 信機能又は海外転送機能の利用に係る請求 発信機能の利用に係る請求を行う場合は、

約者（国際ローミング機能の提供を受 を行う場合は、第５（手続きに関する料 第５（手続きに関する料金）に規定する手

けている者に限ります。）は、海外転送 金）に規定する手続きに関する料金の支払 続きに関する料金の支払いを要します。

機能（ＦＯＭＡカードを装着した移動 いを要します。

無線装置が国際アウトローミングの営 （６） ～（９） （略） （６） ～（９） （略）

業区域内に在圏している場合におい （１０）海外転送機能の提供を受ける契約者は、

て、そのＦＯＭＡに係るＸｉ等内線番 海外転送機能の対象となるＦＯＭＡの契約

号の契約者回線へ着信があった場合 者識別番号をあらかじめ指定して当社に申

に、国際ローミング機能を利用して、 し出ていただきます。

その通信をその国際ローミングに係る （１１）海外転送機能により、国際アウトロー

電気通信回線へ転送する機能をいいま ミングに係る電気通信回線に転送される

す。）を追加機能として利用することが 通信の料金については、国際ローミング

できます。 機能の利用に係る通信の場合に準じて取

り扱います。

（略） （略） （略） （略）

別表３～別表１０ （略） 別表３～別表１０ （略）

附 則（平成２７年４月９日経企第５７号）

この改正規定は、平成２７年４月２０日から実施します。

－１－
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